
上野原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。 

 

令和８年３月１８日 

 

上野原市長 

 

上野原市条例第５号 

上野原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条 

例 

上野原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成１７年上野原市条

例第１３０号）の一部を次のように改正する。 

第９条第２項中「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律（昭和４

５年法律第１３６号）」を「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法

律（昭和４５年法律第１３６号）」に改める。 

別表第１中「１０キログラムにつき４１０円」を「１０キログラムに

つき３６０円とし、収集・運搬１回につき２，２００円を加算する。」

に改める。 

附　則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 


